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 新型コロナウイルス感染症第七波の感染拡大を踏まえたご対応について 

 

 平素は、本会事業の推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

大阪府より標記通知が発出されましたので、下記の通りお知らせいたします。 

貴会におかれましてはご了知の上、会員医療機関へのご周知をお願い申し上げます。 

記 

●大阪府通知より引用 

 １）府における入院・療養の考え方と感染拡大時の入院対象について 

令和４年7月15日付で、入院対象を以下のとおりといたしました。限られた病床の中で、入院加療

が必要な方への医療の提供を最大限に確保する観点から、各医療機関におかれましても取扱いを順

守いただきますようお願いいたします。

 

 ２）診療・検査医療機関以外の医療機関での外来体制の強化について 

感染拡大に伴い、検査需要も急激に増大しており、新型コロナウイルス感染症の検査を実施する診

療・検査医療機関等の外来体制も非常にひっ迫している状況にあります。一部の医療機関に負担が偏

在している事態を改善するため、より多くの医療機関において発熱患者等に対する診療・検査を実施

していただくことが必要です。 

検査機器等の導入を要さず短時間で簡易に判定することが可能な抗原定性検査キットも活用いただ

きながら、これまで検査を実施していただいていない医療機関においても、診療・検査の実施にご協

力いただきますようお願いいたします。 

なお、検査の実施と診療にあたり、府ホームページで公表対象となる診療・検査医療機関の指定申

請については任意ですが、指定を受けた場合にのみ対象となる診療報酬加算制度や府の支援制度もご

ざいますので、下記参考資料もご参照いただき、各医療機関の現状に応じた診療・検査体制の確保に

ついて積極的にご検討いただきますようお願いします。 

＜参考＞【医療機関向け】新型コロナウイルス検査実施に向けた説明資料 

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00381181/iryoukikannmukesetumeisiryou2.pdf 
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